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午前 １０時００分 開会 

委 員 長  では、本日は５名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。 

 ただいまから、平成２４年第１回教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、浅島次長、矢嶋庶務課長、森下学務課長、中島

生涯学習課長、中川指導室長、田中新しい学校づくり担当課長、大澤学校地域連

携担当課長、近藤中央図書館長の、以上８名でございます。 

 本日の会議録署名委員は、会議規則第２９条により今五委員にお願いいたしま

す。 

 本日の委員会は、２名から傍聴申し出がなされており、会議規則第３０条によ

り許可しましたので、お知らせいたします。 

 

○議事 

日程第一 請願第１号 「憲法第１９条「思想及び良心の自由は、これを侵して

はならない。」憲法第２０条２項「国及びその機関は、宗教教育、宗

教活動もしてはならない」等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑

み、公立学校の教育方針の基本に生徒指導の基本的人権回復への厳密

な配慮を要求せる請願書。」について 

（庶務課） 

委 員 長  それでは、議事に入ります。請願が出ております。 

 日程第一 請願第１号でございます。平成２３年１２月２４日付で１件提出さ

れ、平成２３年１２月２７日付で受理した請願書について、庶務課長から報告し

てください。 

 

庶 務 課 長  それでは、資料をご覧ください。 

 この請願書は、全体としては１８ページほどありまして大変長いようですけれ

ども、特に請願の趣旨と内容について、かいつまんで説明させていただきたいと

思います。 

 まず、請願者ですけれども、福岡県の宗教法人の代表役員である――――さん

という方から寄せられているものでございます。 

 この請願書の１ページ目をご覧ください。「請願書」と書いてあって、真ん中

のところに概略がありまして、《憲法第１９条「思想及び良心の自由は、これを

侵してはならない。」憲法第２０条２項「国及びその機関は、宗教教育、宗教活

動もしてはならない」等々。上記の、憲法の基本的人権問題に鑑み、公立学校の

教育方針の基本に生徒児童の基本的人権回復への厳密な配慮を要求せる請願書》

という題名でございます。 

 概ね最初の３ページほどに趣旨が書かれておりますので、ここにおいて説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず、請願の趣旨ですけれども、その下の、請願の趣旨[１]というところです。

「キリスト教その他の宗教的教材採用と授業による一方的宗教教材の押し付けは、

生徒児童への、各個人とそれら生徒の家庭での宗教観に全く配慮無く、教育現場



2 

での生徒の思想及び良心の自由の基本的人権への侵害となるものである」という

ものであります。 

 それから、ちょっと飛ばしまして、そういった宗教的なものが、「一旦、公立

学校内に入ると、基本的人権が破られ冒涜されている今の教育界の現状がある。

教室内の鑑の中の弱い立場の生徒にも日本国社会と同等の否、それ以上の注意深

い配慮でもって、厳正に或る特定の宗教」、この場合、マザーテレサのカソリッ

クを指しているということですけれども、「「特定の宗教」の感化影響力を排除

すべきが妥当であると言う判断がなされねばならない筈である」というような内

容でうたわれているものでございます。 

 尐し間があきますけれども、下から４行目ですけれども、「依って公的教育機

関内の児童生徒の基本的人権問題を学校外社会と同等の思想宗教的基本的人権に

修復回復させるべき為の請願事項を、爰に憲法第１６条の請願権に基づき、教育

行政担当の方々に下記の如き請願事項に対してそれを実効性あらしめる改革を請

願する次第であります」というものであります。 

 「記」以降に、具体的請願の内容が書いてあります。 

 これも、かいつまんで申し上げますと、２点あるというふうに思います。 

 １つが、教科書の不採択を求めるという請願です。 

 これは、❶でございますけれども「❶教科書内容に於て、宗教的影響内容が中

立的配慮を欠く、－宗派、カトリック教、基督教の教材を教室内で教科書を通じ

て強制される事、其の事の宗教的中立違反が明白な教科書内容の変更と撤廃を請

願する事」ということでございます。 

 尐し飛びまして、「従来の教科書と新教科書を含めて改めて、厳正な選別の上、

下記の如き、教科書を不採択されることを爰に再度要求請願するものである」と

いうことでありまして、教科書の出版社と内容が幾つか掲げられているものでご

ざいます。 

 中学校の英語の教科書で、開隆堂出版、学校図書出版、三省堂出版、東京書籍、

こういった英語の教科書の中に、マザーテレサですとかキング牧師の内容が記載

されていて、それが、宗教色が高いといったことが強調されていて、そういった

教科書についての採択をやめてほしいといったような内容でございます。 

 それから、もう１つの内容が、宗教模倣授業の全廃といった内容での請願が出

ています。 

 ❷でございます。「❷教室内で強制的に生徒児童にある特定の宗教、例えばキ

リスト教の祭礼行事の模倣学習を生徒の家庭の信仰環境を全く無視して、強制的

に集団行動をさせると言う、暴力的な強制、例えばクリスマス・カード作成の強

制等その他クリスマスの飾り付け、聖歌の合唱の強制等。個人の持つ宗教的純粋

性（例えば法華経信者）への無神経な暴虐な押し付け等となる基本的人権侵害の

事案と見なされるべき違法性がある」という指摘がありまして、下の２行に行き

ますけれども、「文科省に対して、文科大臣始め省内各関係事務所管の諸先生の

御指導通達と各地方公共団体教育委員会諸先生方々御指導通達によっての憲法第

１９条「思想の自由の侵害」の基本的人権問題に係わる重大事に発展する違法性
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が明確である此等の教材の即時全廃不採用がなされることを請願する」といった

内容でございます。 

 それ以降につきましては、この請願の趣旨の説明が１０ページ以上にわたって

続いているという内容でございます。 

 まとめますと、この請願者は、特定の宗教（カトリックを挙げていると考えら

れます。）を学校教育の中で取り上げている内容になっている教科書の採択をや

めてほしいということと、学校の学習活動の中で、宗教行事の模倣学習のような

教育活動については全廃してほしいといった内容になっています。 

 ちなみに、教科書の採択ですけれども、本区においての採択について、英語の

教科書は三省堂出版の教科書が採択されております。 

 説明は以上でございます。 

 

委 員 長  ただいまの報告について、質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

今 五 委 員  ある特定の宗教の内側にいて、ほかとの対比とか、あるいは、俗にいう対立と

か、そういう観点で日々心を砕いていらっしゃる方からすると、確かにこんなふ

うに見えてしまうのかなというのは感じますが、ただ、教育基本法も学習指導要

領も、宗教はかなり重要な学習ポイントに位置づけていて、特に中学校の地理・

歴史、いずれも、宗教を教えているというと誤解を受けるかもしれませんが、宗

教に関わる指導内容というのが、例えば学習指導要領解説というのに出てきます。 

その観点というのは、教育基本法の１５条で、確かに特定の宗教教育はいけない

というのはそうですが、その前項に、第１項が宗教に関する寛容の態度とか、宗

教に関する一般的教養とか、生活と宗教についてというのが教育上の大きな重要

なポイントになるようにということをうたった上で、だけど特定の宗教に関して

教えてはいけないという流れです。 

 学習指導要領とか学校とか教科書が考えている宗教観というのは、この方とは

随分違っていて、生活とか文化そのものと密接に関わっている、それを理解して

いこうというのが学校での扱いですから、特定の宗派の中で日々、それ以外との

関係性でものを考えていくとこうなるのでしょうけれども、もっと広い視野で教

育基本法に則って、学校で教育が展開されているわけですから、例えば行事云々

も生活・文化そういう次元に浸透していること以外はやっていないですし、１人

の先生が１つの宗教についてずっと１年間言い続けるということは、まずあり得

ないということからすれば、請願をせっかくいただきましたが、このような内容

には当たっていないという意味で、不採択でいいのかなという気がします。 

 

委 員 長  今回いただいております資料が、ただの「教育委員会御中」で、板橋区の教育

委員会あてではないので、きちんとこの辺は表書きをつくっていただきたいと思

います。 

 それと、教科書も各社の教科書をあげておりますけれども、板橋区の教育委員

会に請願するのであれば、板橋区で使っている教科書だけについて述べていただ
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ければいいわけで、板橋区で採用していないような教科書についてまで、るる述

べるのは若干余計なことかなという気が第一にいたしました。 

 次に、中身について考えますと、確かにクリスマスにしろ、ごく一般化してい

る行事でありまして、特にキリスト教云々のためにやっているというのではない

のは明らかであると思いますし、もしそれを言われるのであれば、七夕とか仏教

がもとになっている行事も色々やっているわけで、そういった行事も問題にしな

ければならなくなるのではないかと思います。 

 それと、マザーテレサのお話もありますし、では、「蜘蛛の糸」は仏教の話で

はないのかというと、あれは仏教の教えを説いているようなお話が裏にあると思

いますから、そういったものも当然排除しなければならないということになって

くるわけで、もとが宗教になっているものを全く排除しようとすると、ほとんど

教材もなくなってしまうのではないかという気もいたします。 

 ですから、一般化しているものは当然使っていっていいのだと思いますし、修

学旅行で京都、奈良に行きますと、神社・仏閣にそれぞれ行くわけで、特に金閣

寺は入場料が要らなくて、お参りをするための費用を納めて中に入るようなわけ

で、そういうこともできないとなるわけですから、その程度のことは、当然、宗

教に絡んでいても学校で扱っていい問題ではないかというふうに思っております。 

 

教 育 長  なぜ今、うちの教育委員会にこの請願が、この宗派から出されたのかというの

が分からないですけれども、どうも一斉に出しているということではないようで

す。インターネットで調べてみる限りでは、時々、ところどころの教育委員会に

こういう形で出しているのです。 

 以前に、港区の教育委員会に同様の請願を出されたことがあるのですけれども、

そのときは代表役員の方ではなかったようですが、請願者の方が見えられて、教

育委員会の中で１回、趣旨説明をしている議事録が残っているので、それを見せ

ていただきましたら、この宗派そのものは、福岡県のこの地方に比較的信者が多

い宗派だそうです。 

 ただし、色んな企業の方で信心していらっしゃる方がいて、そういう方々が地

方に転勤で戻ったり、帰ったり、行ったりすることがあって、そのときに子供が

一緒に行ったりするときに、こういうようなことで自分たちの宗派を大切にした

いというようなことがあって出しましたというようなことを言っていらっしゃい

ました。もしかしたら、この宗派の関連の信心されている方が板橋に転入された

りしている可能性はあるのかと思っています。 

 今まで、別府委員長もおっしゃいましたし、今五委員もおっしゃったとおりだ

と思うのですけれども、宗教そのものを、学校教育、義務教育の中で教えるとい

うのとは、していないですけれども、世界の歴史だとか日本の歴史を見ても、文

学もそうです、宗教と切り離して考えることは全くできないと思います。 

 ですので、特に、今回うちが関連するのはキング牧師のところだけですけれど

も、キング牧師のところも宗教に焦点を当てた書き方ではないということで、文

部科学省の教科書の基準もちゃんとクリアしているということですし、クリスマ
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スカードの作成だとか、そういう意味で色々問題にされているところはあります

けれども、それを嫌がる子供・家庭に強制的にやらせるというようなことはして

いないし、それをしないということは確認できると思いますので、そういう意味

では、特におっしゃるようなことは起こらないように学校でも取り扱いはしてい

きたいし、できているのではないかというふうに思いますので、これは不採択と

いう形でいいのかと思っています。 

 

谷 田 委 員   まず、教科書については検定を受けているものを選んでいるわけですから、そ

れを余り問題視する必要はないと思っています。 

 それから、例えばクリスマスとか何か、宗教というよりはもう本当に日常生活

の一部みたいな形に今なってきていて、例えば、多くの人が、父親という立場で

サンタクロースになって、うちの子供も、一番下がもう６年生で、サンタクロー

スも信じているかどうかみたいな夫婦の会話になったり、「上の娘たちがまだ信

じているみたいよ」とか、そんなことを言いながら朝になるとプレゼントがある

という。それが一つの伝統というか、家族のきずなとかそういったことでも、す

ごく、宗教とは別の中でそういったことは普通に日常化されているものですから、

それに対してどうこうということも大きな問題ではないというふうに思うのです。 

 ただ、こういう請願が出るということは、教育長からもお話ししましたけれど

も、何か本当はあるのだろうというような感じもしますし、我々としてもこうい

ったことにも常に配慮しておく、どこかアンテナを立てておくということは必要

なのかなというふうには感じました。 

 今回、この請願については私も不採択でよろしいのではないかと思います。 

 

本 山 委 員  クリスマスにしろ、色々な行事が日常の中に入っているのですけれども、学校

教育の中では宗教的活動は取り上げないということになっておりますので、「ク

リスマスカードの作成の強制」と書いてありますけれども、これは釘を刺してお

くというか、こういうものを取り扱うときには、クリスマスカードを作成したく

ない生徒に関しては別な課題を考えるとか、それからクリスマスカードの作成そ

のものも授業で取り上げるのは難しいかな。 

 今はシーズンズグリーティングスとなっていますけれども、キリスト教以外の

人たちが多いので、今は、クリスマスカードといっても、ほとんど「メリークリ

スマス」と書いてあるカードはなくて「シーズンズグリーティングス」となって

いるのです。 

 だから、季節のカードを取り上げるのでしたらまだしも、クリスマスカードの

作成を授業で取り上げるようなことはないように校長会や何かで念を押しておく

ことは必要かなと思いました。 

 そのほかのことに関しては、今、皆さんが意見をおっしゃって、同感でござい

ます。 

 

今 五 委 員  クリスマスカードは、例えばクリスマス休暇と言ったときに、もう色んな国で
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１２月の終わりから年明けまでの、日本でいう冬休み、夏休みみたいな、とにか

く生活に根差しているものですから、そういったことを、クリスマスカードだけ

取り上げて「これはダメだよ」と言ったときに線引きは全く不可能です。 

 ですから、生活に広く根差していることは何でもいいというのでないと、「何

でクリスマスがダメなの」と言ったときの明確な説明というのは多分誰もできな

いですよね。ということで、そういう場に学校を置くのは教育委員会としてはよ

くないので、それはないわけですので。 

 

委 員 長  とにかく、この宗派の方から見ると、ほかの宗派のやっていることは非常に違

うという極端な部分があるかと思うのですけれども、１０ページを見ますと、こ

の宗派では「日常信仰上の家庭内の戒律を伝統的に守る」ということで、「他宗

の仏事に混じるべからず」とか「他宗の堂社に参るべからず」とか「鳥居の下で

草鞋の紐など結ぶべからず」と、非常に厳しい戒律があって、そういうところか

ら見ると、確かにほかの宗派ないし宗教のやっていることは極端に見えるかもし

れないのですけれども、一般的に考えれば、日常、我々がやっていることはそれ

ほど宗教行事として色んな行事をやっているのではないということだと思います。 

 ということで、皆さんのご意見が不採択ということなので、お諮りいたします。 

 日程第一 請願第１号については不採択といたします。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

委 員 長  では、そのように決定いたします。 

 

 

○報告事項 

１．給食食材の放射性物質に関する基本的考え方と当面の対策について 

                        （資料学―１）（学務課） 

委 員 長  それでは、報告事項を聴取いたします。報告１「給食食材の放射性物質に関す

る基本的考え方と当面の対策について」、学務課長から説明してください。 

 

学 務 課 長  それでは、「学－１」という資料をご覧いただきたいと思います。 

 「給食食材の放射性物質に関する基本的考え方と当面の対策について」という

ペーパーになっております。 

 まず、空間放射線量等につきましては、この間、区全体として一定の考え方が

既に整理されまして、機器の貸与等が始まっているところでございますが、給食

等につきましては、産地表示、サンプル検査など、例えば学務課であったり保育

サービス課であったりと、課ごとに行っているという状況から、区としての統一

的な考え方といったものを求める声が議会を中心に上がってきたところでござい

ます。 

 こうしたところから、こうした給食を所管する関係部署ですとか、生活衛生部
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門の担当部署が集まって協議した結果、今お手元にある資料は、区の災害対策本

部の中で決定した文書ということになっております。 

 中を確認させていただきます。 

 まず、１番としまして基本的考え方。尐々長いものですから、２段落目をご覧

いただきたいと思います。 

 「本区の給食においては制限品目を使用していないことから、本来であれば、

区が改めて食品の放射性物質に関する検査を行う状況ではないと考える。しかし

ながら、国における新たな基準値の設定を踏まえ、区民、とりわけ子どもを持つ

保護者の不安を解消し、安心を確保するため、区立小中学校、保育園、福祉園に

おいて、子どもに提供する給食について、区として合理的な範囲において放射性

物質への対策を実施する」というところを基本的な考え方としております。 

 その下、２番、当面の対応といたしまして、まず、（１）主要生鮮食品の産地

公表。これは区立小中学校におきましては、昨年の２学期から既に実施している

ものですが、これは引き続き行うということです。 

 （２）食材のサンプル検査の実施のところですが、まず、①で、調理前に検査

ができないかというところは、住民の方からも議会からもご意見があったところ

です。 

 ただ、区の実態といたしまして、現在、区の給食では、給食当日の朝、様々な

業者から食材が納品されるという状況から、お子さまが口にする前に検査をする

と時間的制約等で非常に困難であるというところから、今回、検討課題というこ

とにさせていただいております。 

 裏面にいきまして、②。したがって、これまでと同様に、民間検査機関への委

託によるサンプル検査を１月早々に実施する。また、継続的な検査の実施に向け、

暫定規制値に代わる基準案の施行状況にも配慮しつつ、適切な検査回数・周期に

ついて、引き続き検討を進める。 

 ③検査品目は、学校では全校統一的に調達しており、幼児・児童・生徒の摂取

量が多い米と牛乳を新たに加え、献立上の出現頻度の高い食材や検査要望の多い

食材などを中心に行う。 

 ④また、幼児・児童・生徒の内部被ばくを確認するため、給食一食分の全量検

査を新たに実施する。 

⑤検査結果については、区のホームページ等で公表する。 

⑥検査の結果、基準案を超える数値が検出された場合は、当該食材と同品目・同

産地の食材の使用を直ちに中止し、国、都及び庁内関連部署と連携し、適切な対

応を行うこととする。また給食１食分全量検査の場合は、原因食材特定のため再

検査を行う。 

 最後に（３）でございますが、被ばくを理由に、給食に替えて弁当持参の申し

出への対応です。 

 学校給食については、学校給食実施基準（平成２１年文部科学省告示第６１号

）において「学校給食は、当該学校に在校するすべての児童又は生徒に対し実施

されるものとする（第１条）」とされております。 
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 保護者の申し出に対しては、給食の食育上の意義や教育上の効果、また給食食

材の安全性、放射性物質検査の結果などについて十分に説明し、具体的に相談に

応じた上で、個別的に対応を図ることとする。保育園や福祉園の給食においても、

学校給食に準じて、個別に相談に応じ対応を図るものとするというところを、先

ほど申し上げましたように区の災害対策本部というところで決定させていただき

まして、２７日当日に区のホームページでこれを公表しまして、速報という形で

全議員にも流してあるところでございます。 

 また、昨日の定例校長会でも、この文書を出しまして周知を図ったところでご

ざいます。 

 なお、この②のところで「１月早々に実施」というふうに書いてございますが、

昨日と今日の２日に分けて食材を採取しまして、今、検査機関に持っていくとい

う段取りになっております。 

 私の方からは、以上です。 

 

委 員 長  質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

本 山 委 員  この検査は事後ですよね。区議会や何かでも審議されたと思うのですけれども、

③番の米と牛乳の事前検査は、まだ難しいでしょうか。 

 

学 務 課 長  米と牛乳の場合は統一的に使っているものですから、その時点で例えば事後に

検査、今回は事後の形になりますけれども、そこで発覚して止めれば、同じもの

を採用していますので、それ以降は防げるということになりますので、事実上は

事前検査に近い形になります。 

 

教 育 長  昨日、今日と行っている、この１月の検査は何校でどのような状況ですか。 

 

学 務 課 長  先ほど申しました番号で言いますと、１食丸ごと検査に相当するものが、昨日

ございまして、小学校２校で紅梅小学校と志村小学校、中学校が１校で板橋一中、

この３校から給食１食分、具体的には検体は２キロ必要ですので、各校から５食

分の給食を採取しまして、１つにまとめ、２キロにして検体として持ち込むとい

う手はずをとっております。 

 本日は、今、回収しているところですが、中学校１校で、上板橋第一中学校で

米、小学校４校で、板橋二小学校で牛乳、志村第亓小学校で白身魚、高島第一小

学校でとり肉、高島第三小学校でキャベツという食材を採取する予定です。 

 

谷 田 委 員  当面の対策としては、これでいいのではないかと思うのですけれども、お弁当

の件というのは、結構出てきているのですよね。 

 

学 務 課 長  お弁当の件に関しましては、尐数ではありますが学校の方で何件か色々対応い

ただいている。私の手元の集計は古いのですが、９月の時点では、小中合わせて
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１２名の方がお弁当を持参しているという状況です。 

 また、牛乳だけは飲まないという方が、小中合わせて、この９月の時点では６

０名になっております。 

 

谷 田 委 員  そのあたりは、今のところ、特に、各校の対応で何か問題になっているという

ことはないと思っていいのですか。 

 

学 務 課 長  そうですね。各学校には、先ほど、この方針の中にもありましたように、これ

はもともと学校にもお願いしておりますが、基本的に給食の、単に食事の摂取だ

けではなくて、食事の効果であったり、集団で食べるということでマナーの部分

であったり、色んなところで重要性もあり、さらに、安全性の部分でも検査をし

ているし、制限品目は使っていませんという説明をして、理解をいただきながら、

どうしてもという場合には親御さんの判断を尊重するというような形でお願いし

ておりますので、今のところ、大きな問題になったようには聞いていない状況で

す。 

 

委 員 長  牛乳だけ飲まない子供が６０名もいたということで、こういったお子さんは家

庭でも飲まないのですか。それとも、特定の地域の牛乳なら飲むということなの

か。それは家庭のことなので、多分、分からないと思うのですけれども、そうい

った面で栄養が偏るとか、そういうのがあるとまずいなというのは若干気にしま

す。 

 

学 務 課 長  学校給食の場合は、今はなかなか家庭の食事の栄養バランスもよくない状況が

ありますので、１日１回は、きちんと管理された、栄養バランスのとれたものを

食事するということで、その中で牛乳というのは非常にウエートの大きい食材で

すので、それをずっと継続して飲まないというのは、その辺では問題があるかと

思いますが、お弁当の親御さんの中には、完全に東日本の食材は一切家庭でも採

らないというような考え方の方もいらっしゃるようですので、もしかしたら牛乳

も産地を選んだり、特定のメーカーだけを摂取するような形で、家庭でもされて

いる可能性はあるかと思います。 

 

本 山 委 員  牛乳などは事前検査をしたものが手に入るようになっているのです。多分、そ

ういうものをご家庭では選んでいるのかなと。 

 

委 員 長  ただ、給食の牛乳もメーカーでは検査しているのですよね。 

 

学 務 課 長  ただ、牛乳は、もともと国の指導でクーラーステーションという産地の段階で、

完全に検査しています。 

 その後、メーカーでも自主的に検査しているのですが、メーカーが公表してい

ませんので、その辺で若干の不信感はあるのかもしれません。 
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本 山 委 員  メーカーの公表というのは難しいのでしょうか。公表させるというのは、こち

らとしては要求できるのではないでしょうか。 

 

委 員 長  ２３区の区長会で要求しているのです。 

 

学 務 課 長  ２３区の区長会で要請していますし、私どもの方でも、今、板橋区がやってい

るのは明治ですが、直接、公表してくれという依頼はしているところです。 

 

本 山 委 員  でも、実施が余りにも遅いですよね。親御さんが気をもむのは、すごく分かる

気がするのですけれども。北海道から取り寄せてしまうとか。北海道だからって

安心とも言えないかもしれないですけれども、１日も早く。 

 

委 員 長  ほかの牛乳メーカーさんは、市販しているのは公表しているのですか。余り気

にしていなかったのですけれども。 

 

学 務 課 長  基本的には、牛乳メーカーは、ほぼ公表はしていないと。 

 

本 山 委 員  学校給食に入れている牛乳の公表は、早急にしてほしいですよね。 

 

学 務 課 長  今、委員長がおっしゃったように、区長会としても申し入れをしていますし、

現場レベルでも申し入れはしているところではありますというところですが。 

 

委 員 長  そうですね。それはそれで進めていただくよりしようがないと思います。 

 

庶 務 課 長  放射線絡みで、追加で１点。 

 食材の測定は、今、学務課長が言ったとおりですけれども、放射線量の空間の

線量の測定は毎学期１回やるという方針でやるということになっておりますので、

また、３学期も１月の後半から２月の頭にかけて、すべての学校・幼稚園で実施

をする予定です。 

 傾向として、６月、７月に１回やって、その後、１０月、１１月ごろに２回ぐ

らいやりましたけれども、線量そのものは減尐傾向にありますので特に異常に高

いというような形では出ておりません。 

 ただ、場所によって、学校の求めに応じて、この辺に落ち葉がたまっていたり、

雤垂れの水が流れ込んでいくようなところで不安なところが指摘されたり、指定

されれば、学校にお邪魔したときに合わせて伺っていくこともやっていく予定で

す。 

 

委 員 長  ということで、よろしいでしょうか。 
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（はい） 

 

○報告事項 

２．人事情報（平成２３年１２月） 

（資料指―１）（指導室） 

委 員 長  では、報告２「人事情報」について、指導室長から報告願います。 

 

指 導 室 長  報告させていただきます。指―１の資料をご覧ください。 

 人事情報でございますが、正規職員につきましては、１２月末の教職員数は、

括弧の休職者なども含めまして総勢１，８７５人であり、１１月から変化はござ

いません。 

 括弧の休職者は、全体として９８名で、５名増えております。内訳としまして

は、育児休業に入った者が小学校５名ということでございます。 

 なお、今回の統計には反映されておりませんけれども、平成２４年１月１日付

で、高島第一中学校の百武正信校長が病気休職に入りました。その関係で、同日、

１月１日付で、岡村克也前高島第三中学校の副校長が、昇任という形で高島第一

中学校の校長に着任いたしました。 

 そして、同じく同日付で高島第三中学校の副校長に、杉並区立松渓中学校の主

幹、鳥居克己教諭が昇任という形で着任いたしましたことをご報告申し上げます。 

 なお、裏面の非常勤職員につきましては、学習指導講師等変化はございません。 

 以上です。 

 

委 員 長  質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 よろしいでしょうか。 

 

指 導 室 長  なお、百武校長につきましては、かなり快方に向かっておりまして、早ければ

１月中には退院ということで、皆様によろしくということでございました。 

 

委 員 長  退院された後は。 

 

指 導 室 長  自宅で尐し体力を高めていくという形になると思います。 

 

委 員 長  分かりました。高一中としては、校長先生がきちんと決まったということで、

よろしいかと思います。 

 

○報告事項 

３．平成２３年度フィードバック学習検証調査結果から 

（資料指―２）（指導室） 

委 員 長  では、報告３「平成２３年度フィードバック学習検証調査結果から」について、

指導室長から報告してください。 
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指 導 室 長  資料の指―２でございます。１０月に行いました検証調査の結果ということで

ございますが、検証調査については昨年度から始めまして、今年度も１０月１７

日から２１日の間に各学校で調整して、実施していただきました。 

 対象は、小学校５年生、６年生、中学校１年生、２年生でございます。 

 内容につきましては、４月末に行いました、ふりかえり調査の中から正答率の

低い問題、あるいは、どうしてもこれだけは、その基礎・基本の中でも習得して

ほしい内容を中心に、小学校・中学校別に問題をつくり直しまして、小学校は４

５分、中学校は５０分の中で実施したところでございます。 

 なお、今年度につきましては、学年が増えたことで、教育委員会事務局、各課

総がかりで採点から資料作成まで行ったということでございます。そして、結果

が出ましたので、１月末以降、指導主事が各学校に説明に参りたいと思っており

ます。 

 なお、この検証調査の結果についての捉え方としましては、基礎・基本の問題

ということで、上位の子の伸びよりは、むしろ下位層の伸びが反映されていると

いうような捉え方でおります。 

 すなわち、フィードバック学習方式が狙っている基礎学力の定着・向上という

点での、下位層のレベルアップといったところを狙っておるところでございます。 

 早速でございますけれども、今年度、指導室の方としては、グランドデザイン

の中に、各学校７０％以上の正答率を、小中８割を狙ってということを掲げさせ

ていただきました。そこも含めまして、昨年度と異なるのは検証調査７０％以上

の学校というところを明記させていただきました。 

 まず、小学校５年生につきましては、伸び率１０％アップ以上の学校が９校と

いうことですが、昨年度は１４％が最高だったのですが今年度は２０％を超える

学校も出てきているというところもございます。 

 また、検証調査につきましては、４月は７０％以上の学校が５校だったわけで

すが、今回は２２校に増えてきているという結果が出ております。 

 ６年生につきましては初めてということでございましたけれども、同じく１０

％以上アップの学校が１７校、２０％以上という学校も出てきてございます。 

 裏面でございます。 

 それから、同様に、検証調査の７０％以上の学校が、４月の２校から１７校に

増えてきているという結果が出ております。 

 中学校につきましては、第１学年、小学校を卒業してすぐということですので

内容的には６年生までの国語、算数の内容ということでございますけれども、こ

れを見ていただくと、４月の正答率は決していい状況ではございません。それに

対して、１０月については６０．５ということで、二桁の平均伸び率が見られて

いるというところでございます。 

 これは、中学校につきましても、昨年度は１１％が最大の伸び率でしたが、今

年度は、ご覧いただくように、かなり大きな、１０％を超える、あるいは２５％

を超える伸び率を示している学校が出てきているということでございます。 
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 残念ながら、検証調査７０％以上の学校は、４月当初はゼロだったわけですが、

２校に増えてきている。 

 第２学年につきましても、４月と１０月の正答率の伸び率については、昨年度

を超えて７．３％ということで、伸び率１０％アップ以上の学校が５校、さらに

検証調査７０％以上の学校が、ゼロ校から４校ということでございます。 

 なお、昨年度は伸び率の高い学校の取り組みを一覧的にまとめてお示ししまし

たが、今回、学校側が具体的に取り組めるようにということで、伸び率の高い各

学校の取り組みをまとめて示させていただいております。 

 まず、最初にＡ小学校。この小学校の取り組みが、大体、全般的に伸び率の高

い学校の取り組みを網羅しているかなというふうに思っております。特にこの学

校は、教職員の意識を高めているということにポイントがあるのかなと思ってお

ります。 

 例えば、（１）の検証調査時に全体の正答率１０％以上上昇ということを教職

員が共通理解した上で取り組みに当たっている。つまり、数値目標を共有化して

いるというところでございます。 

 内容については、担任等によって誤答問題（８割に達していない問題）を分析

してきている。それから、保護者会において協力を要請している。夏季休業中に

宿題あるいは補習といったことで個別の指導を行っている。 

 それから、今年非常に増えてきているのが、つまずきの大きい問題を授業で取

り上げて復習をしている。それから、つまずきの大きい、高い児童には個別指導

を実施している。 

 こういったことが全般的な成果を上げている学校の取り組みということでござ

います。 

 Ｂ小学校においては、校長先生の経営方針に「フィードバック学習」というこ

とを明確に表して取り組んでいただいたり、基礎学力検定といったものに取り組

んで、徹底した基礎・基本ということで８０点以上取れるまでは何回でも挑戦さ

せるということを進めていただいているというところでございます。 

 Ｃ小学校については、実は、今年１年間の研究指定を受けてフィードバック学

習の研究に取り組んでいただいている三園小学校ですが、実は２月１０日に研究

発表をするという、これも１年の研究発表では、唯一ここだけが取り組んでいた

だいているのですが、ここは教育課程の中にきちんとフィードバック学習を位置

づけております。 

 名称も「フィードバック３０」とか、「縦型フィードバック」とか、「高学年

フィードバック学習」といったような、本当に学校独自の取り組みの中に区の重

要施策のフィードバックを取り組んでいただいているということでございます。 

 Ｄ小学校は、答え合わせや説明を学校で行っているということ。 

 それから、Ｅ小学校については、ここも家庭学習の徹底だとか、ふりかえり調

査の活用ということで、大変いいと思ったのは、６月に出ましたふりかえり調査

の結果を見せて、各自に課題をきちんと持たせたというところが成果を上げてい

る１つの取り組みなのかなというふうに思っております。 
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 そして、Ｆ小学校等も、１学期に早速ふりかえり調査の復習を授業の中で行っ

たというところで、子供まかせにしない部分、学校として取り組んでいるという

ところ。それから、２年連続で数値が低かった分数についての内容を重点課題と

して取り上げたというような、学校の中での分析がなされている。 

 それから、それ以降は中学校でございますけれども、このＧ地域は徹底してフ

ィードバックをしていただいて、小学校の内容をかなり詰めて算数や漢字等を行

っていただいていると同時に、Ａと同様に、夏休み明けに基礎学力テストを行っ

て、それに８割到達しない生徒に対しては、放課後補習をしたり個別指導に当た

っているといったようなことを行っていただいています。 

 Ｈ中学校は、朝の読書時間を、ある時期フィードバックの学習の時間に活用し

てきたというようなところ。それから、この学校も学習結果を確認するためのテ

ストを学校独自でつくって行っている。 

 Ｉ中学校については、特につまずきの多い生徒に対しては三者面談で、強力に

夏休みの補習への参加を保護者と本人に呼びかけて、毎回３０名程度の参加を得

ていた。 

 最後のＪ中学校については、徹底してフィードバック教材をすべて印刷して２

年生全員に配って、課題として提出させた。教員がきちんとチェックをしたとい

ったところ。それから、朝学習のまとめテストやモジュールテストといったもの

を、漢字、計算、英単語、年号といった習熟させたいものに絞って行っていて、

ここは、９０点以上取った子を逆に表彰したり、学校だよりに載せたりというこ

とでモチベーションを高めているということをとっています。 

 こういった形で、各校で進めていただいているのですけれども、若干温度差も

あるようだということで、昨日の校長会では、成果を上げている学校の共通点は、

教職員の思いが同じ方向にベクトルが向いている、熱い思いの中で各学校が独自

の取り組みを行ってきているというところで、是非、区を上げてのフィードバッ

ク学習方式について、今年度の結果をもとに、来年度は数値目標を立てたり、取

り組み体制を考えてほしいということを私の方からお伝えいたしました。 

 フィードバックについては、以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

本 山 委 員  お疲れさまでございました。採点も含めてということで大変だったと思います。

でも、これは本当に大切な取り組みだと思います。 

 特に、つまずきの多い子供への取り組みが各校で進んでいるようで、いいです

よね。将来、この子たちはこの取り組みをどれだけ感謝することかと思います。 

 小学校、中学校の基礎学力をしっかりと身につけさせて義務教育を終えさせて

あげたら、人生が変わってくるのではないかと思います。 

 お疲れさまです。今後ともよろしくお願いします。 

 

今 五 委 員  中で採点するとしたら、入れ方とか工夫があるかもしれないので。 
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 それと、この３番の伸び率の高い学校の取り組みという、こんな感じですよね。

この詳細なヒアリング調査を、また学校にフィードバックさせるという、このプ

ロセスでフィードバック学習のデザインが完成するという非常に重要な、詳細な

調査をしていただけていて、じっくり後で読ませていただきたいと思います。 

 特に、中学校でのつまずきは実は小学校の何年生だよねみたいなところに、も

ともと先生たちは気づいていたけれども、手立てが、そう容易には手が入らなか

ったというところで、そこでこの教材を使ってもらえるというのは、一番狙の中

核の１つにあったことができたかなという気がしました。 

 

谷 田 委 員  今のお話の中で、意識づけがとても大事だという話ですけれども、意識づけは

なかなか難しいと思うのですが、うまくいった学校は具体的にどういうことをし

て意識づけを図っているというイメージですか。 

 

指 導 室 長  それは教員に対してですか。 

 

谷 田 委 員  そうです。 

 

指 導 室 長  １つは、校長先生の学校経営方針あるいは学校経営計画の中で、学力向上のた

めにフィードバック学習をどう位置づけているのか。それが４月当初にきっちり

としているかどうかというところも、１つ非常に大きいかなと思っております。 

 先ほど申し上げましたように、きちんと数値目標まで上げている校長先生もい

らっしゃいますし、こういう方向で進めようということで、学校の組織自体をフ

ィードバックに合わせてみたりとかということで、教育活動というよりも学校の

経営計画や経営方針みたいなものの中にフィードバック学習をどう位置づけて、

それを教職員にどう浸透させているかというところが大きいという意味では、４

月、５月あたりの部分と、それから、ふりかえりが戻ってきたときの分析等を本

当に一部の教員でやるのか、全体に広げていくのか。 

 結果も、同様に、担当した学年だけ、あるいは教科だけの教員で共有するのか。

それを教員、保護者、もちろん子供たちまで広げていくのか。そのあたりの浸透

度というのも、教員の意識の中に大きく左右するのではないかと思っていますけ

れども。 

 

谷 田 委 員  校長同士の、そういうことを共有する場があるといいですよね。校長会で一方

的に取り組ませてということだけではなくて、何かそういうのが本当はあるとい

いと思います。 

 

指 導 室 長  ただ、校長先生は大変謙虚ですので、自分たちがやっていることを胸張ってな

かなかお話しすることがないので、こういった形でお示ししてご説明するという

ような形だと思うのですけれども。 

 ただ、先ほどお話ししましたように、三園小学校が昨年から積極的に取り組ん
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でいる内容を２月１０日に示していただけるので、こういった機会に、三園小学

校だけの一方的な方法ではなくて、うちでもこういうことをしているんだという、

そういうディスカッション的な協議会にしていくように、校長先生にはお願いし

ていきます。 

 

谷 田 委 員  そうですね。是非そんなことを考えていただきたいと思います。 

 もう１つ、この調査結果は当然子供たちの学力という視点でデータが出てくる

のですけれども、教員の成長というか、気づきとか、そういったところは、逆に

効果として出ているとか、あるのですか。 

 

指 導 室 長  これも、幾つかの学校においては、例えば算数であれば、算数の中のどこがつ

まずいているのかというところで、例えば分数であれば、分数が出てくる学年に

戻って、そこのところでしっかりと押さえておかないとダメなんだと。 

 つまり、５年生、６年生だけではなくて、その前の段階でダメなんだというと

ころに気づいて、そこからのカリキュラムを含めての指導といったところに、ま

さにフィードバックしている学校も見られます。 

 先ほど、今五委員がおっしゃっていただいたように、中学校が「小学校できち

んと教えてきてくれよ」ではなくて、中学校でもやらなくてはいけないというと

ころにスタンスをもってきてくれているといったところも大変大きいのかなと思

っております。 

 

委 員 長  とにかく、非常に効果が出始めてきたということで、さらに続けていきたいと

思うわけでございます。 

 実は一昨日、北千住で大学の竣工式がありまして、そこで足立区長がお話しさ

れまして、「是非、学力最低から脱却したい。大学が北千住に来たので、何とか

脱却したい」と言っておりましたけれども、単純にそういうことではなくて、こ

ういった地道な努力がつながっていくのではないかなというのを感じました。 

 同じく大学の話になるのですけれども、私がいるころ、学長は「技術は人なり

」というこということをいつもおっしゃっておりましたけれども、今考えてみま

すと、今は、「校長は人なり」で、校長の人となりによって先生方が上手くまと

まっていくかどうかということも結構なポイントになるのではないかというふう

に感じております。 

 

今 五 委 員   先ほどの、余計なことですけれども、谷田委員の言ったことにも関わるのです

けれども、先生方の学力観というか、学力の捉え方とか、教育は何という、どう

いうのがいいの、悪いのというような、そういった教育にまつわる価値体系から

すると、実はこういうのは、そんなに高い重きのものではなくて、むしろ低い。 

 それだけで、例えば脳科学とかがどんどん発達して色んなことが分かってくる

と、やっぱり意識意欲だよねというのが動かしがたい事実になるし、その後の子

供たちの、将来のことですから確率的な話として、どんな人生になっていくのか
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というのは、本当に谷田委員が言った、「意識付けを図っていく」という、その

両面で大事だというのがある中で、先生方が、気づきということでいえば、学校

も大事なんだねというので、それが徐々にというか、急速に、真剣に取り上げよ

うと思ってくださる先生が増えてきているのだなという気がします。 

 ただ、まだまだ余計なことみたいなご不満の声は入るのですが、でも、指導室

を中心とした地道な努力が大変大事だろうという気がしています。 

 

指 導 室 長   もう１つよろしいですか。板橋区としては、保幼小中連携といったことも施策

の１つとして加えさせていただいているのですが、小中連携という中で、こうい

ったフィードバックが１つの核として、子供たちの学力といったものを小学校と

中学校の先生が共有し合う。 

 今までは、どちらかというと、小学校の先生は「出したから、後は知らないよ

」、中学校は「何でやってこないんだ」という、どちらかというと、ベクトルが

相対していたのですが、それを双方向につなげる１つの教材としても活用してい

くような取り組みを、これからまた進めていきたいというふうに思っています。 

 

教 育 長  始めて３年になりますか。まだまだ、３年でぐっと成績が上がるということは

ないと思うのですけれども、着実に、ボクシングで言えばボディーブローがどん

どん入っていって効いてくるという、そういう状況は徐々に出てきているのかな

と思うのです。 

 本当に地道な取り組みですけれども、きちんと継続して、板橋ではこれをやっ

ていますということをしっかり、親にももっともっと伝えていく必要があるのか

なというふうに思っています。 

 これは、区の独自の取り組みというので、区長にもすごく注目をしていただい

ていまして、来年度予算は物すごく厳しく切られたのですけれども、１月３０日

にプレス発表がありますけれども、サマーカウンセルで区長はこれを非常に評価

してくださって、来年度は、小学校４年生、５年、６年、中学校１年、２年とい

うふうに５年間でやる。大体これで、もうこれ以上増やす必要はないのかなとい

うところまで予算がつく予定になっています。 

 ですので、本当に、もっともっとしっかり基礎・基本をきちんとやることで、

今回、実は東京都の去年の学力調査の正答率分布をグラフで教育委員会ごとに出

すというのが、昨日、東京都教育委員会で発表になったのですけれども、そのグ

ラフを見ると、まだまだ大体標準ですけれども、山が平均あたりか、ちょっと平

均より下位の方になるというのが板橋の状況ですけれども、でも、前から比べる

と、下に厚かったのが下の方が尐なくなっているという印象を私は思ったのです。

そのときの問題によっても違うでしょうけれども。そういうところに、徐々に明

らかになってくるといいなというふうに思います。 

 

委 員 長  来年からは４年生も増えるということで、議会の方では、事務局は予算獲得の

努力が足りないという話も出ておりましたけれども、増やしていただいて大変結
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構ではないかと思います。 

 

教 育 長  今回は、教育委員会の事務局職員が皆総出で採点と入力をしましたので、本当

に全部で支えていきながらですが、その辺は、できればきちんと委託したいとは

思っています。 

 

委 員 長  そうですね。 

 

指 導 室 長  実は、今、教育長からお話がありましたが、東京都の読み解く力のテストの結

果が昨日出てきました。 

 昨年度の３月に、私が皆さんにお示ししたのですが、非常に危機的な状況にあ

った問題も、今年度版は、逆に、私は今ホッとしているところでございまして、

後ほどまたお配りしたいと思うのですけれども、本当に、かなり右側に移行して

きたというところでは、嬉しい状況だなというところで、また来年に向けて。 

 今お話のように、この読み解く力は、どちらかというと活用型の力を見るとい

うところでございますので、基礎・基本の習得と活用というのをつなげていくよ

うな努力も、先ほど来、出ているように学力とは何かというところでは考えてい

かなくてはいけないところかなというふうに思っております。 

 

○報告事項 

４．中学生審議会（第３回）教育委員との懇談について 

（資料指―３）（指導室） 

委 員 長  では、報告４に移らせていただきます。中学生審議会について、指導室長から

説明願います。 

 

指 導 室 長  それでは、中学生審議会でございますけれども、全３回の流れについては前回

の教育委員会でご説明したところでございます。 

 その後、第２回を持ちまして、いよいよ最終的に１月２３日の月曜日、２時か

らハイライフで第３回目の中学生審議会を開くことになっております。教育委員

の皆様には、大変お忙しいところ、ご協力をお願いしたいと思っております。 

 なお、当日の流れにつきましては、お手元のように、ごあいさつをいただいて、

いつものように懇談に入っていくわけでございますが、今回は、スローガン等を

確認した後、教育委員の皆様とともにグループで話し合っていただきたいと思っ

ておりますが、２つポイントがございまして、１点は、いわゆる通年で日常的に

どういうことを、いじめということに対して取り組むことができるのだろうかと

いうところ。 

 中学校という学校の枠内だけでなく、小学生に対しても、中学生という立場か

ら、どういったことを行うことができるかといったことを、本当に短い時間、３

０分というところでございますけれどもお話し合いを持っていただく。 

 それから、次に２枚目、これが今年度、いじめ撲滅月間というのを中学校ごと
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につくってもらって、それに対して、どういった狙のもとに取り組みをしている

のかといったことを行ってきているわけですけれども、これについて、では、来

年度どういったことができるだろうかといったことの話し合いをしていきたいと

思っております。 

 それで、お願い事でございますけれども、いじめというと、どうしてもいじめ

る側と、いじめられる側ということが強く認識されるのですが、周りにいる人た

ちといったところに尐し焦点を当てていただいたお話をしていただけると、子供

たちもより一層いじめというものの構造が理解できてくるのかなというところで

ございます。 

 喫緊の問題であり、なかなかゼロにするというのは難しいところでございます

けれども、子供たちとともにお話し合いをいただいて、実のある会にすることが

できればというふうに思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

委 員 長  質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 ということで、１月２３日の中学生審議会は、よろしくお願いいたします。 

 

指 導 室 長  次第にないのですけれども、もう１点、報告をよろしいでしょうか。別件でご

ざいます。 

 皆様方の机上に、これは悲しいお話ですけれども、昨日、プレス発表がありま

した。男子中学生１０人を逮捕という、朝日新聞、読売新聞で報道されました。 

 昨日ですが、実は１月１１日に、既に日本テレビの午後のニュース番組で取り

上げられていることでございますけれども、高齢者の経営の店を狙っての窃盗と

いうことで、区内の中学生１０人が逮捕ということでございます。 

 手口が非常に悪質というか、しかも、高齢者を狙っているというところで、本

人たちは、「お年寄りなら追われても逃げ切れると思った」、「遊ぶ金欲しさに、

ゲーム感覚でやった」ということでございますけれども、こういったことが起こ

ってきたというところで、本人たちは今、逮捕された後、練馬鑑別所に送致され

て、既に保護観察や試験観察を受けている者もおりますし、現在、取り調べの者

もおります。 

 それから、審判を待っているという子供たちもいるわけですけれども、区内の

複数の中学校の子供たちということでありますので、昨日にもあった校長会にお

いても、こういったことを事実としてきちんと子供たちに伝えるとともに、自分

たちがどういう行動をとるべきなのかといったことを十分に話し合う１つのきっ

かけにしてもらいたいということで話をさせていただきました。 

 大変ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。 

 以上です。 

 

委 員 長  この件に関しまして、質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 
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 今回の件は非常に残念なことでありますが、結局、常習犯ということで、警察

がずっと調査を続けていた案件で、たまたま今回の件で逮捕されたということだ

から、過去のあれがたくさんあるでしょうね。 

 例えば、こういったグループというのは、小学校が一緒とか、そういうことで

はなくてですか。 

 

指 導 室 長  実は、学校側が、まだそこまで調べられる状況ではないのですけれども。可能

性はゼロではないのではないかと推測していますけれども。 

 

委 員 長  とにかく、こういうのは、そういった方向にいかないように努力していきたい

と思います。 

 

○報告事項 

５．東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会答申（中間のまとめ）の報

告について 

（資料新―１）（新しい学校づくり担当課） 

委 員 長  では、報告５「東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会答申（中間の

まとめ）の報告について」、新しい学校づくり担当課長から説明願います。 

 

新しい学校づくり担当課長  それでは、学校適正規模及び適正配置審議会答申（中間のまとめ）につきまし

て、ご説明させていただきます。 

 まず、教育委員会の方で、平成２２年１月１３日に学校適正規模及び適正配置

審議会に対しまして、区立学校の適正規模及び適正配置における基本的な考え方

及び具体的な方策について諮問いたしました。 

 これまでの間、１２回の審議会と１３回の小委員会を開催いたしまして、年末

の１２月２８日に答申（中間のまとめ）の提出を受けたところでございます。 

 今後につきましては、パブリックコメントの準備をしております。 

 意見募集期間は、明日１月１４日から１月３０日までの予定となっておりまし

て、これら意見募集等を受けた後、再度、審議会を開催いたしまして、今年度中

に答申を策定するという予定になっております。 

 本日の資料には中間のまとめの本編もご用意しておりますので、そちらを中心

にご説明させていただきます。 

 まず、１、２ページ目のところですけれども、こちらは「はじめに」と題しま

して、主に審議会の基本的な考え方について述べております。 

 その要旨につきましては、１ページ目の四角内の３点に集約されております。 

 その１点目ですけれども、教育環境というのは様々な条件によって総合的に整

えられますが、規模及び配置の適正化はその中でも大事な要件であるということ。 

 ２点目は、各学校はそれぞれ規模に応じた教育の充実に取り組んでおり、審議

会の導き出した望ましい規模に当てはまらないことが、直ちに教育環境として望

ましい状況にないとは断定できないということ。 
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 ３点目は、適正化に当たっては十分な合意形成を図るとともに、教育委員会に

よる適切な情報提供や広報活動が必要であることとしております。 

 進めまして、２番では、前回の平成１３年答申について触れております。 

 ４ページ目ですけれども、本答申の視点ということでございまして、この本答

申の視点につきましては、学習指導要領が重視しております「生きる力」を育成

するための教育環境の整備ということにしております。 

 続きまして、５ページ目からですが、先ほども尐々触れました学校規模から考

える望ましい教育環境について述べております。 

 審議会では、小規模校や大規模校が抱える問題点を整理しながら、審議会委員

の皆様の経験値等を結集いたしまして、望ましい規模について考察しました。審

議会で考える教育上望ましい規模を導き出しました。これは、小学校では１２学

級から１８学級、１学級当たり２０人から３０人。中学校では１２学級から１５

学級、１学級当たり３０人から３５人となっております。 

 これらの特性や良さにつきましては、小学校・中学校別に考察し、６ページの

ところで示しておりますけれども、総じて、この望ましい規模では、子供たちが

多様な人間関係の中で社会性や個性を伸長し、豊かな人間性の基礎を培い、学力

や体力を一層向上させるだけでなく、学校運営、教員の資質向上など、様々な面

で良さが発揮されるとしております。 

 続きまして、７ページ目、８ページ目のところでは、適正配置を検討する上で

の考慮すべき事項につきまして示しております。 

 審議会では、様々な観点から、審議の中で具体、特徴的な地域を抽出いたしま

して、それらを検証、さらに検討を重ねていただきました。 

 適正化の検討に際しましては、学校や地域がそれぞれ抱える固有の事情という

ものがあります。固有の事情や課題に十分に留意しながら、ここで示しておりま

す７つの項目を考慮して進めることが重要であるとしております。 

 この７つの項目につきましては、７ページの四角内にまとめて記載してあると

おり、（１）地域と学校の連携、（２）通学区域、（３）保幼小中連携教育の推

進、（４）特別支援教育、（５）学校の大規模化、（６）大規模集合住宅の影響、

（７）学校改築となっております。 

 ９ページから１２ページにおきましては、適正化に向けた進め方について示し

ております。この大きな方向性につきましては、９ページの上部の四角内に３点

示しております。 

 この１点目は、保護者や地域での検討を重視すべきであるということ。 

 ２点目は、教育委員会は関係者への広報活動や情報提供を通しての意識の啓発

を行うことが必要であるということ。 

 ３点目は、学校、保護者、地域関係者は、学校の規模と配置に関する問題を共

有し、合意形成を図りながら進めることが重要であるということでございます。 

 問題意識という部分につきましては、いわゆる望ましい規模を外れているか否

かにかかわらず、日常の中から学校や地域等、保護者等で問題意識を共有するこ

とが望ましいとしております。 
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 例えば学校運営連絡協議会などを活用して、すべての学校でそういった部分に

ついて考える場面があってもいいのではないかというようなことも審議会の中で

は出されておりました。 

 以下、具体的に、教育上望ましい規模を上回る場合、下回る場合について言及

しております。 

 まず、（１）といたしまして、教育上望ましい規模を下回る場合でございます。 

 前回の平成１３年答申では、「早急な対応を要する学校の規模」を６学級以下

で児童・生徒数１５０人以下の学校としておりました。 

 今回の答申（中間のまとめ）の中では、いわゆる下限というのを設けておりま

せん。この審議会では、冒頭の審議会の基本的な考え方にもありますとおり、小

規模校に該当することが、直ちに望ましい状況にはないとは断定しないとしてお

ります。 

 その上で、大きく下回るような場合には、教育委員会、学校、保護者、地域関

係者が動き出す必要があるとしております。 

 教育委員会に対しましては、的確な情報提供、検討の場の設置、また、一定の

手順を事前に定めるべきというような提言をしております。 

 この一定の手順の、審議会で考えられたイメージにつきましては、１１ページ

のところに記載してございます。 

 小規模校に対する進め方（例）ということで示しておりますけれども、１番は

良好な教育環境のための課題共有というところで２点、意見交換の場を設けると

いうことであったり、逆に、教育委員会は情報提供・情報収集に努めてください

というようなことになっております。 

 ２点目が、良好な教育環境のための計画策定ということで、先ほども述べまし

た、動き出す必要性があるといったところでの具体的なイメージをここで記して

おります。 

 まず、（１）としましては、教育委員会は学校適正配置を検討する学校や地域

を公表する。 

 （２）といたしまして、学校適正配置を検討する通学区域または地域に、地域

代表の協議会を設置する。この協議会の設置に関しましては、教育委員会の調整

と関係者との連携をもとに運営していきますというようなことでございます。 

 （３）は、この協議会は、教育委員会から適切な情報の提供を受けて、最終的

にはその良好な教育環境のための学校適正配置計画を策定するというような流れ

になっております。 

 また、１０ページ目のところにつきましては、特徴的なパターンに対する適正

配置に関する考え方というようなものを記しております。 

 こちらにつきましては、審議会の検討の経過の中では、具体的な学校であった

りとか地域であったりとか、そういったものを抽出した中で検討してまいりまし

た。それらの事例検討の中から、２つの特徴的なパターンにつきましての考え方

を示しております。 

 特に、この②におきましては、先ほどもお話ししましたが、答申としては下限
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を定めていないという中で、複式学級を避けるためにも、教育委員会の適切な関

与のもと、早急に対応すべきとしております。 

 続きまして、１１ページの下のところの（２）で、教育上望ましい規模を上回

る場合ということを記しております。 

 大規模校では、教育活動が活発になる。その一方で、学校運営や教育上の問題、

施設面での懸念もあると考えられます。抜本的に解消するためには、用地取得に

よる増築、あるいは新校設置についても困難な事情等があっても教育委員会は努

力すべきであると述べております。 

 具体的対応への提言といたしましては、まず、児童・生徒数の推移予測と施設

状況の把握を前提とします。次に、通学区域変更や受け入れ可能数の設定により

解消を図る。さらに、施設面の対応の検討を進める。 

 最終的にといいますか、大規模改修や建築等の検討も必要となってくるのでは

ないかというような形で述べております。 

 この大規模校に関しましても、１２ページのところで特徴的なパターンに対す

る考え方と進め方（例）というようなものを記しております。 

 この中間のまとめ本編の具体的な内容については以上ですけれども、１３年答

申との大きな違いというのは、いわゆる下限を設定していないということになり

ます。 

 これにつきましては、審議会の議論の中でも、これまで小規模校の下限の数値

に近づくことによって、風評被害であったりとか、学校を選択する面で大きな作

用を受けているのではないかというようなご意見等を多数いただきました。 

 それらが、下限を設定しないことと、さらには具体的な地域や学校がこの答申

の中には出てきておりません。そういったものにもつながっているものと思って

おります。 

 また、適正化に向けた進め方の方向性につきましては、学校、保護者、地域と

十分な協議、合意形成を重視していくというようなことも審議会の大きな意見の

現れとなっております。 

 今後、最終的には３月の答申ということの予定ですけれども、答申を受けた後

には、教育委員会といたしまして一定の手順など方法を示して、具体的に協議が

必要な学校、地域を示して動いていくこととなります。当然、協議の前段階にお

きましても、情報提供や意見交換の機会を設けるなど、そういった動きも今後は

していく必要があると考えております。 

 説明の方は以上でございます。 

 それから、今回、この中間のまとめの説明に合わせまして情報提供させていた

だきますと、昨年１２月に大山小学校の保護者会の方に私はお邪魔させていただ

きました。 

 現在、中間のまとめが出る段階ということですので、大山小学校では、現在の

１年生が尐ない上に、現状、来年の入学予定者の数も相当尐ない状況となってお

ります。その先には、いわゆる複式学級という現実的なものも見えてきている状

況の中で、現在、この審議会の中で、中間のまとめとしてどのような方向性を持
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って動いているのかというようなことをまずお知らせさせていただいた上で、ま

だ答申を受ける前でありますけれども、当然、答申の方向性というのは承知して

いるつもりですので、その答申の方向性に背かないような形で、保護者の方とか

学校側と、大山小学校の今後の方向性について一緒に考えていきましょうという

ような形で、情報提供と合わせまして、そういうような行動を現在のところは取

らせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

本 山 委 員  １１ページの協議会ですけれども、協議会のメンバーというか、当該学校だけ

ではなくて、近隣の学校も協議会に入りますか。これは、そのように読み解いて

よろしいのでしょうか。 

 

新しい学校づくり担当課長  これは、あくまでも例という形になっておりますので、例えば、取り扱う学校

であったりとか、地域として尐し広い範囲で考えなければいけない事象であった

りとか、そういったことによって構成されるメンバーというものも変わってくる

のではないかというふうに考えております。 

 それから、このイメージということで、かなり具体的な形で表示されているの

ですけれども、審議会といたしましても、余りきちんと言ってしまいますと、例

えば、教育委員会を拘束というか、縛ってしまうのではないか。 

 ただ、一方で、余りにも何も伝えないままで答申として終わってしまうと、そ

の先の教育委員会の動きというものが不安というか、そういったところもあると

いうことで、審議会の中でも、この表記の仕方というのはかなり悩ましい状況で

はありましたけれども、一定のイメージとして今回ここで記しているような状況

です。 

 

本 山 委 員  その状況に応じて、協議会は構成されるというふうに。 

 

新しい学校づくり担当課長  そうですね。仮に学校の統廃合とか、そういったようなことになってまいりま

すと、当然、当該の学校以外の周囲の学校も大きな影響を受けますので、当然加

わるべきというようなことで認識しております。 

 

谷 田 委 員  質問ですけれども、今回、具体的に１学級当たりの生徒・児童数を出したりと

か、あとは小学校と中学校で考え方を変えていますよね。学級数、１学級当たり

の生徒・児童数。このあたりは、こういうふうになってきた経緯とか何かあるの

ですか。 

 

新しい学校づくり担当課長  小学校と中学校で。 
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谷 田 委 員  まずは、生徒・児童数が１学級当たり何人という形のことは、前はなかったの

で、そういったものを出すようになってきたということと、それから小学校と中

学校を変えていますよね。生徒・児童数も違うし学級数も違いますよね。この辺

は、どういう経緯でこういうふうな違いが出てきているのかなという。 

 

新しい学校づくり担当課長  基本的に、望ましい規模を示すかどうかということで、そもそもは教育活動も

含めて、メリットとかデメリットとか、そういう扱いで言われるのが規模の部分

では一般的ですけれども、審議会の中では板橋区として目指すべき、メリット論

を中心に考えていきましょうというのがまず前提としてありました。 

 特に、小委員会では、審議会の中で示してある小学校であれば２０人から３０

人、中学校であれば３０人から３５人という中が、人間関係の形成であったりと

か、学習面であったりというようなところでの良さが表れるのではないかという

ような形で、話が出た中で出された数字になっております。 

 

本 山 委 員  当初、この数字に導き出される文部科学省から出ている文章とかが、何か取り

上げられたじゃないですか。ずっと審議の記録をいただきましたよね。最初のこ

ろの記録に、この人数に至る何かがあったような。 

 

今 五 委 員  着任前ですね。 

 

本 山 委 員  現課長の着任前です。記憶がありますが。 

 

教 育 長  文部科学省でも、一応指針となるようなものはあるのですけれども、確実に教

育上望ましいのは何人とか、何学級とかというのは出してないと思うのです。 

 ただ、研究機関とかで、教育実践上で考えていったときに、このくらいが望ま

しいであろうみたいな数値は出ておりまして、そういうものも論議の中で参考に

させていただいたと記憶しています。 

 中学校については、もう尐し小学校よりも大きい集団で教えることの意義みた

いなものが出されまして、たしか３０から３５という、尐し小学校よりは多い人

数になりました。 

 はじめ、学級数は小学校と同じだったのではなかったかと思いますけれども、

上限が１８というのは余りにも学校規模として大きくなり過ぎるということで、

中学校の委員の先生からも意見が出て、１５という数が導き出されたというよう

に記憶しております。 

 

今 五 委 員  校舎とかグラウンドとか体育館とか。 

 まず、１年近くにわたってご審議いただきまして、大変な答申をまとめていた

だきました審議会の委員の方々に敬意を表しつつ、最大限尊重して考えていきた

いということを申し上げたいと思います。 

 教育のことを考えると望ましい規模になるということで、平成１３年答申と多
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尐の違いはあるとして引き継がれつつ、当時の状況と随分違ってきている部分に、

我々教育委員会が考えていくときに比較的やりやすくなるようなご配慮をいただ

けたのかなという気がしていて、１３年答申は下限を設けて、そこを下回ったら

教育委員会がアクションを起こして、まず通学区の線引きを変えて解消できるか

を検討し、それがダメだったら統廃合に向けたアクションを起こしなさいという

答申だったわけですが、今回は、直ちに動くのではなく、教育委員会は、まず情

報提供とか、そういうのを精力的にやりなさいと。 

 だけど、安心はしていないで、大幅に下回ったら適切にかつ早急に対応しなけ

ればいけませんという柱で、そういう意味で平成１３年度答申と随分変わってい

るかと思います。 

 １０ページ。「早急な」という部分、実は物すごく重い宿題をいただいている

ということ。１０ページの②の第２段落、３行目で、複式学級出現までの猶予時

間は短いことが想定されることから、適切な関与ということで、１２月に答申で

うたわれている情報提供活動というのを始めるということですが、このとおりで

いくと、本当にもう今年度内に何らかの手立てをということになるんでしょうか。

この１０ページの下。 

 例えば、学校そのものをというのはもちろん時間がかかることでしょうけれど

も、これを根拠に、今度の１年生にできればほかの学校に行っていただくような

お願いを何らかの形でしていくような方策とか、済みません、思いつきですが。 

 何か、そんなような何らかのアクションを審議会として求めてきているのか、

この「早急に」というのはもうちょっと長いタイムスパンで考えていくのか、そ

のあたりの感触はどうでしょう。 

 

新しい学校づくり担当課長  一番問題となるのが、ここでも学級として機能しない規模とか、色々な言い回

しをしているのです。特に、下限を設けない中で、実際に動き出す規模やタイミ

ング、人数というものについては最終的には明らかにするという状況です。 

 事実、この②の取り扱いについて、かなりな時間というか、議論した中で、要

するに複式学級を避けるためにも早急な対応をすべきだということであると、も

うこれは結論が見えているのではないかというような意見も審議会の中では確か

にございました。 

 ただ、教育の面からいきますと、複式学級が教育の環境として必ず望ましい状

況にはないということは、審議会の学識委員の方のお話にもありましたし、教育

委員会でもそのような形で考えておりますので、それを避けるためにはどういっ

た手立てをしなければいけないのかというようなことは、短い時間の中でやらな

ければいけないという場面も出てくるとは思います。 

 保護者や地域と十分な協議をして、しっかりと合意形成をとってほしいという

ことは審議会の方向性としてはございますので、なかなか裏腹で難しいところで

すけれども、かなり丁寧に当たっていかなければいけないということと、現実、

先ほどお話しした大山小学校という部分では、先がどうなるかは別にしても、尐

しでも早い時期に情報といったものをお示ししたいということで、１つの動きと
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してさせていただいた状況です。 

 

今 五 委 員  その校長先生と話すと、色々手立てを考えているのです。どう増やしていくか

みたいな。具体的に３つも４つもおっしゃっていましたが、一方で、そういう思

いが、地域もきっとそんなこともあるみたいなことで、大変な局面に来ているな

ということで、知恵を出し合っていけたらということです。 

 

本 山 委 員  小学校は１２学級から１８学級で、児童・生徒数が２０人から３０人というこ

と。でも、これを下回っている学校は、実は大山小学校だけではなくて、あると

思うのです。 

 やはり、望ましい規模にしていくというのは、当該学校の校長先生の努力とか

に委ねるのではなくて、教育委員会として取り上げて、課題解決に向けて積極的

に取り組む必要があるのではないかと思うのです。 

 １３年のときは、各学校に任せてしまって、それがトラブルというか、禍根を

残すような形になったのかなと捉えていまして、今回は、教育委員会が全体で望

ましい規模に持っていくということをお示しした方が、地域としても取り組みや

すいのではないかと思います。 

 その学校だけではない、その地域全体がありますよね。先ほどお伺いした、協

議会を設置するときに、その学区域だけではなくて、近隣を含んで、その学区域

からよそを選択していっている、そういう近隣学区域も含めて、しっかり話し合

いをもっていって、適正規模にもっていく取り組みが必要かと思っているのです

けれども。でも、そういうふうにも読み取れるんですよね。 

 

新しい学校づくり担当課長  審議会の前提としましては、望ましい規模を下回っている場合でも各学校は教

育の充実に向けて十分取り組んでいる状況から、必ずしも望ましくないとは断定

できないというような前置きは実際にはしております。 

 ただ、一方で、望ましい教育環境ということで、審議会で今回このような形を

定めていますので、当然、規模と配置に関する審議会でございますので、そうい

った維持とかそういったものに向けて手立ては考えていかなければならないと思

います。 

 ただ、学校数が変わらない中で、将来的には児童・生徒数というのは尐しずつ

下がっていくような予測もありますので、そういった中では、配置という部分で

は、学校数も含めて、ある一定の時期では配置の面を考えていかなければいけな

いというふうには思います。 

 

教 育 長  １０ページの①のところにあるように、学校が密集して小規模化が進んでいる

学校を含む地域の実態としては、色んな努力をしても望ましい規模まで回復でき

ない複数の学校がたくさん集まっている地域というので、これから本当に一番大

きな問題になっていくのかなと思うのです。 

 この辺について、今回、３月に正式に答申が出たすぐ後に、この１１ページで
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言っているように、教育委員会が適正配置を検討する学校や地域を公表するとい

うところで、協議会をつくって、尐し地域と皆さんで連携して協議をしていただ

くところを教育委員会としてきちんと出すということが第一になってくると思う

のです。 

 そして、一緒に、どういうふうにしていったらいいのかをきちんと協議して、

以前は１５０人、６学級を下回ったときには統廃合を前提に話をしていましたけ

れども、ということではなくて、統廃合も当然考えられますけれども、どういう

方法が一番いいのかということを地域や学校や保護者と一緒に考えていくという、

その上で合意形成をしていきながら進めましょうというところが中心になってく

るかと思います。 

 

新しい学校づくり担当課長  今、教育長のお話にもあったとおり、協議会の設置イコール統廃合というよう

な１３年答申の流れがありますけれども、今回は、まさにそういったわけではご

ざいませんし、協議会というものにかなり抵抗感があるような場合であれば、例

えば、先ほどの規模が尐ない、多いにかかわらず、規模というのは教育環境の大

きな要素になりますので、そういったものを年に１回でも連絡会なりで取り扱っ

ていただく。 

 そういった中で、情報の提供であったりとか、実際に協議会などを立ち上げて

いるような取り組みだとか、そういったものを知らせていただきたいということ

であれば情報提供していただいて、色んなところで、座談会ではないですけれど

も、そういった動きがあるのもいいのではないかと思っております。 

 

本 山 委 員  その座談会を提唱するのは教育委員会ですか。 

 

新しい学校づくり担当課長  今回、問題意識を持ちましょうというような提言も、実際にこの中でされてお

りまして、例えば、具体的に学校運営連絡協議会等を使ってということも言われ

ておりますので、そういった中で、入学者数の予測数であったりとか必要な情報

提供は教育委員会でさせていただきまして、状況があれば、情報提供であったり

とか、お話に伺う準備はあるというようなことは周知していくべきだと思います。 

 

今 五 委 員  大規模校も宿題が大きいですよね。大規模に関して、望ましい規模を上回る場

合、色々教えてください。 

 

新しい学校づくり担当課長  特に今回、１３年度答申にはなかった大規模に関する部分も、量的には尐ない

部分ですけれども、大規模についても言及させていただきます。 

 地域によっては、相当大規模化が進んで、止まらないような状況の学校もござ

いますし、聞くところによると、大規模なマンションの建設なども予定されてお

りまして、その周辺地域では、施設面でも先々どうなるのかという不安もありま

すので、そういった意味では、尐し長い目で、小規模校のみならず大規模につい

ても考えを止めないようにしていかなければいけないと思っております。 



29 

 

本 山 委 員  くどいようですけれども、１２ページの真ん中辺にある「必要に応じ、意見交

換できる場を設ける」という、その意見交換する場を設ける言い出しっぺは教育

委員会ですか。 

 

新しい学校づくり担当課長  教育委員会だけではなく、例えば学校側であったりとか、保護者やＰＴＡの関

係の方であったりとか、そういった方から声を上げていただけると、さらに嬉し

いと思います。 

 ここで、あえてイメージとして載せてありますのは、先ほども伝えました協議

会を設置された段階で、もう姿が見えてしまうのではないかというような意見が

審議会の中では再三出されておりました。 

 であれば、その前の情報提供であったりとか意見交換といったものについて共

有していく場が大事ではないかというような意見の表れがここに記載されている

ものだと思います。 

 

本 山 委 員  そうすると、大規模校の場合には、そこに関係する誰かが、大規模校に対する

進め方に、この答申の例として載っている「意見交換できる場を設置しましょう

よ」と言ったら、誰でも設置できるのですか。 

 

新しい学校づくり担当課長  情報提供や意見交換の場であれば、申し出があれば対応していきたいと思いま

す。 

 特に、この辺はそのようなイメージでありますので、最終的には答申を受けた

後に、具体的なルールとして、この辺をしっかりと固めるつもりはありませんけ

れども、どういった形で情報提供や話し合いの場がつくれるかという部分につい

ては、引き続き考えていきたいと思いますけれども。 

 イメージとしては、協議会前というのは、それほど堅いイメージではなく考え

ていただければと思っています。 

 

委 員 長  ということでよろしいでしょうか。 

 

教 育 長  この答申が正規に出された後に、特に小規模な学校に対する進め方のところで、

協議会までつくって検討を開始しなければいけない学校・地域はどこなのかとい

う、その検討は教育委員会でしなければいけない。決定はしなければいけない。 

 これに関しては、教育委員会として、協議会の呼びかけをしていくという。今

度は、審議会から教育委員会へ、正式に責任が来ますので、そこの論議は是非、

教育委員会の中でお願いしたいと思っています。 

 

委 員 長  それは大規模校の場合にもあり得ることですよね。 

 

教 育 長  そうですね。ただ、大規模校の場合は、なかなか物理的な面で難しいところが
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ありますので。その点、尐し柔らかい意見交換の場というのが大切になっている

のだと思います。 

 

委 員 長  ということで、とりあえず、この案でパブリックコメントを求めるということ

でよろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

委 員 長  次に移らせていただきます。 

 

○報告事項 

６．「学校支援地域本部事業」検証報告について 

（資料地－１）（学校地域連携担当課） 

７．板橋区学校支援地域本部シンポジウム実施結果について 

（資料地－２）（学校地域連携担当課） 

委 員 長  報告６「学校支援地域本部事業検証報告」と、報告７「板橋区学校支援地域本

部シンポジウム実施結果について」、合わせて学校地域連携担当課長から報告願

います。 

 

学校地域連携担当課長  それでは、最初に学校支援地域本部事業検証報告について説明させていただき

ます。 

 今回の報告書でございますけれども、最初のモデル実施校であります成増小学

校の実施から丸３年が経過したこと、また、今後、実施校を拡大していくために、

モデル実施校５校におけます実施効果、課題等につきまして、所管課としまして

検討し、まとめたものでございます。 

 資料は、Ａ４、１枚の本文の要約版と、綴じてあります本文に当たります「学

校支援地域本部事業検証報告書」からになります。 

 １ページから２１ページまであります。 

 これについての説明は、要約版の「学校支援地域本部事業検証報告」を中心に、

本文も合わせながら説明させていただきます。 

 最初に学校支援地域本部事業の趣旨でございますが、改めまして申しますと、

学校支援地域本部事業は文部科学省が提唱する事業でありまして、学校・家庭・

地域が一体となって、地域運営で子供を支える体制となることを目的としまして、

学校が必要とする活動について、地域のボランティアの方々が参加することによ

りまして学校を支援する仕組みです。 

 これによりまして、地域の様々な大人が学校に入ることによって、学校と地域

の相互理解が深まりまして、学校が地域に根差し、地域の礎になっていくことが

期待されるものでございます。一言で申しますと、地域ぐるみで学校運営を支援

する学校応援団というべきものでございます。 

 学校支援地域本部の仕組みでございますが、恐れ入りますが本文の３ページを
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お開きください。 

 ここに図等がございますけれども、学校支援地域本部の基本的な仕組みとしま

しては、学校の求めに応じまして、どのような支援を行うかといった方針などに

ついて企画・立案を行う組織である地域教育協議会、学校とボランティア間の相

互調整役となる地域コーディネーター、さらに学校支援活動を実際に行う学校支

援ボランティアで構成されます。 

 この中でも、地域コーディネーターは、学校支援地域本部事業の実質的な運営

を担いまして、この事業の成果を左右する、本当に重要な存在でございます。 

 その具体的な役割につきましては３ページから４ページに記載してございます

が、授業支援・学習支援のコーディネート、学校支援ボランティアの募集、広報

活動等の多岐にわたるものでございます。 

 恐れ入ります、また、要約版にお戻りください。 

 （２）になります。この学校支援地域本部事業の狙と期待される効果でござい

ます。 

 この学校支援地域本部事業を実施することによりまして、①教員や地域の様々

な方々が子供と向き合う時間が増加するなど、学校や地域の教育活動のさらなる

充実が図られる。 

 ②授業支援・学習支援が進むことによりまして、教員の教育に専念する時間が

増加しまして、学校の教育力の向上が図られる。 

 ③住民の知識・経験や学習成果の活用機会の拡充が図られまして、地域の教育

力も向上するということが挙げられます。 

 まとめますと、子供たちにとって教育環境のさらなる充実、学校・地域の教育

力の向上、地域住民の生涯学習体制の充実が効果として挙げられると思います。 

 板橋区の実施状況でございます。 

 板橋区におきましては、国の委託を受けまして、平成２０年１１月から成増小

学校が、平成２１年９月からは蓮根第二小学校が、モデル事業として実施しまし

て、今年度からは常盤台小学校、高島第六小学校、板橋第一小学校の５校で、現

在、モデル実施をしているところでございます。 

 本文では、１ページの４、板橋区における取り組み。また、モデル校の実施状

況につきましては、本文の２ページの５（１）モデル校の活動状況に記載してご

ざいます。 

 また、本文の１１ページ、１２ページには、各校の現在の実施校の体制とか主

な活動状況を紹介しておりますので、また後ほどご覧いただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、要約版の裏面をご覧ください。 

 ３、事業の効果と課題の検証でございます。 

 今回の検証方法でございますが、まだ実施校が５校ということでもございます

ので、実施校への教員、保護者及び地域コーディネーターを対象にしたアンケー

ト結果、それから私どもで実際に学校の視察、校長先生との面談、学校支援地域

本部連絡会での意見等を参考にいたしまして、実施校での様々な実態を踏まえて、

個々の効果と課題を把握した上で評価いたしました。 
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 評価の視点としまして、１、子供への支援、２、教員への支援、３、学校・家

庭・地域の連携、家庭・地域の教育力の向上の３点から評価してみました。 

 （３）が具体的な取り組みの成果と今後の課題でございます。簡単に説明させ

ていただきます。 

 評価の視点、１番、子供への支援でございますが、取り組みの成果としては３

点。授業支援の効果、学習環境支援の効果、読書活動支援の効果は顕著であると

いうことでございます。 

 具体的に、授業支援の効果では、ゲストティーチャーの指導、漢字検定の実施、

スポーツテストの実施、こういったことによりまして、これは支援が本当に直接

的で具体的であると。 

 これによりまして子供たちの学習意欲が向上し、また、ボランティアが入るこ

とによりまして、子供たちにボランティアに対する感謝の気持ちが育っていくと

いう効果が生まれてございます。 

 それから、学習環境支援の効果でございますが、これはどういったことかとい

いますと、学校図書館の整備とか田畑づくり等、こういうことを支援本部でコー

ディネートして行ってございます。 

 これは、子供たちにとって様々な活動を保障する学習環境づくりとしてとても

大切な支援となってございます。 

 それから、読書活動支援の効果でございますが、これは読み聞かせのボランテ

ィアが入ることによりまして、普段はにぎやかなクラスであっても、子供たちが

この読み聞かせの時間には落ち着いて最後まで聞き入っている。 

 子供たちの集中力が養われまして、自然に豊かな心につながっているというこ

とを校長先生からお聞きしてございます。 

 これの課題ですけれども、継続的な支援体制の構築が必要であると考えてござ

います。これは、子供たちへの人材提供、年度が変わって人が異動するとか卒業

する、そういったことの支障なく、継続的な人材提供が課題ではないかというこ

とでございます。 

 ２番の評価の視点、教員への支援でございますが、これは成果としまして、地

域学習やキャリア教育支援の効果、ゲストティーチャーの活用の効果の２点が挙

げられてございます。 

 地域学習やキャリア教育の支援でございますが、これは、具体的には、例えば

中学校のキャリア教育、職場体験の支援では、地域コーディネーターが企業や事

業所、商店の確保、関係者との連絡調整や打ち合わせを行ってございます。 

 これにより、教員が今までこれに費やしていた膨大な時間をよりよい事業を行

うための教員本来の教育研究等に充てることが可能になりまして、教育活動の充

実につながっているということでございます。 

 ゲストティーチャーの活用の効果でございますが、これは子供たちにとっても

もちろんですが、その分野の専門家の授業は、教員にとっても、教え方、指導の

ポイントや補助の仕方、声のかけ方とか授業の進め方、いい授業をやるコツ、そ

ういったことを教員自身が学ぶことによって指導力の向上に役立っているという
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ことでございます。 

 これの今後の課題でございますが、これは教員と地域コーディネーターとの定

期的な連絡調査時間の確保、それからＩＴ支援の充実ということが挙げられてご

ざいます。 

 コーディネーターは教員との打ち合わせが非常に大切になってきますが、先生

方は忙しくて、なかなかコーディネーターと教員が定例的な打ち合わせをする時

間がとりにくい。今後は、打ち合わせを組織的・計画的に位置づけて行うという

ことが必要である。例えば、成増小学校等では、職員会議に入って色々連絡調整

をやっているということを挙げられてございます。 

 それから、ＩＴ支援の充実でございますが、これは学校からの情報をリアルタ

イムでウェブ等を通して家庭や地域に伝えていくことが非常に望まれております

が、教員側の仕事の範囲では限界があるので、そういう要求に応えられない。 

 今後は、学校支援地域本部がＩＣＴサポートをさらに担っていく必要があるの

ではないか。また、それには個人情報保護の整備といったことも必要であるとい

うことでございます。 

 ３番の学校・家庭・地域の連携、家庭・地域の教育力の向上でございますが、

取り組みの成果としましては、「地域の中の学校」として地域全体で子供を育て

る大切さが浸透してきた。また、「地域と共に歩む学校」として、地域行事に進

んで参加する教員が増加してきた。それによって、学校と地域の信頼関係が深ま

ってきたということでございます。 

 これは、具体的に申しますと、多くの人が学校に入ることによりまして、教員

だけではなく、地域全体で一緒に子供を育てていくことが大切であるという認識

が、学校・家庭・地域に浸透してきたということでございます。 

 また、教員が地域行事に参加する、学校支援地域本部を実施する学校において

は教員が自主的に地域行事に参加していると。そういうことで、地域とともに歩

む学校という意識が家庭や地域でも浸透してきて、信頼関係が築かれつつあると

いうことでございます。 

 ここら辺の今後の課題としましては、ボランティアの確保、それからボランテ

ィアとの活動の共有化、家庭の意識の改革ということが挙げられてございます。 

 ボランティアの確保ということにつきましては、今後、この事業を拡大してい

くためには、大勢の学校支援ボランティアの確保が必要不可欠であるということ

でございます。それから、ボランティアの活動の共有化ということは、学校間内

のボランティアの連携、それからそれぞれの支援本部をやっている学校間相互の

ボランティアの横のつながり、活用、こういったつながりや広がりをもっとしっ

かり結びつけていくことが大切ではないかということでございます。 

 それから、家庭の意識の改革でございますけれども、保護者も、される側がす

る側へ変革しまして、できることを、できる範囲で参加する意識をつくりあげて

いくことがもっと必要であるというようなことでございます。 

 最後になりますけれども、今後の取り組みでございます。 

 今後は、学校支援地域本部事業をさらに充実・拡大して取り組む課題といたし
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まして、（１）としまして、まず、学校の意識改革と校長のリーダーシップの強

化ということでございます。 

 これは、学校側が積極的に地域と連携しまして、その力を借りながら、地域運

営で子供を育てていこうとする方針がまず大切、学校長の方針がまず大切という

ことでございます。 

 校長がリーダーシップを発揮しまして、学校をもっと開かれたものとしていく

とともに、教員の地域との連携協力に対する意識を高めて、地域の力を取り入れ

ていくマネジメント能力を発揮しなくてはダメだということでございます。その

ために、教育委員会としては校長研修等をさらに拡充して実施してまいります。 

 （２）としましては、地域コーディネーターの養成でございます。地域コーデ

ィネーターは学校のよき理解者であるとともに、地域に精通していることが認め

られます。熱意と士気を兼ね備えたコーディネーターの養成を図るために、教育

委員会等と連携した研修、それから平成２６年度に発足する予定の教員支援セン

ターで恒常的な養成をしていこうということでございます。 

 最後に、地域へのＰＲでございますが、これは、この支援本部事業の取り組み

や成果をもっと地域の方々に知っていただくために、パンフレットやファイルの

作成をさらに充実していく。また、シンポジウム等もさらに開催していくという

ことでございます。 

 最後になりますけれども、本文の１３ページから１６ページには各学校支援地

域本部で発行しております広報誌の一例を掲載してございます。各校で色んな広

報誌を出しておりますが、今回、とりあえず２校分を掲載させていただきました。 

 それから、１７ページからは、今回、５校で行いましたアンケートの内容と分

析を資料として載せてございます。 

 最後の２１ページでございますが、学校支援地域本部の歩みを掲載してござい

ます。この辺は、後ほどお目を通していただければ幸いでございます。 

 この件についての説明は以上でございます。 

 引き続きまして、学校支援地域本部シンポジウムの実施結果について報告させ

ていただきます。 

 板橋区学校支援地域本部シンポジウムを、昨年の１２月１７日、年末の大変お

忙しい時期だったのですが、ハイライフプラザにおきまして開催させていただき

ました。当日は天気にも恵まれまして１１５人の方々に参加していただきました。 

 シンポジウムは、佐藤日大教授によります「地域の力を学校に活かす」とのテ

ーマによりまして基調講演、それから５校のコーディネーターによります活動の

内容を発表していただきました。 

 佐藤教授の講演、コーディネーターの事例発表とも、大変分かりやすく、充実

したシンポジウムとなりました。 

 教育委員会からは、別府委員長、本山委員、北川教育長にご出席をしていただ

きました。本当にありがとうございました。 

 報告は以上でございます。 

 



35 

委 員 長  以上、２件に関しまして、質疑、意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

谷 田 委 員  委託事業はこれで終了ということになるのですけれども、大体１校でどれぐら

いの予算を見ておく事業ですか。 

 

学校地域連携担当課長  今現在、約７０万円前後です。 

 

谷 田 委 員  その３分の１は、これから区の負担になるというふうな。 

 

学校地域連携担当課長  今年から３分の１負担でございます。今年から委託事業でございます。 

 

谷 田 委 員  今年から委託事業。それで、今、その３分の１ぐらいを区で出しているという

ことですね。 

 

学校地域連携担当課長  はい。 

 

谷 田 委 員  最終的には全校ということでやっていくということで。 

 

学校地域連携担当課長  まず、寺子屋とか、おやじの会が、活発な小学校を中心に、将来的には中学校

も含めて、全校実施を目指して頑張っていきたいと思ってございます。 

 

本 山 委 員  シンポジウムに参加させていただきました。 

 本当に皆さん、生き生きはつらつと発表されていまして、素晴らしいなと思い

ました。コーディネーターの方も皆さん、パワーポイントを使われた、よくまと

められた発表をされていて、私にはテンポが速かったのですけれども、各校もう

ちょっと時間を差し上げたら、あんな早口ではなくて進んだかなと思うのですけ

れども。 

 

学校地域連携担当課長  時間の関係で。 

 

本 山 委 員  時間の関係で、充実し過ぎて、ついていくのが大変だったのですけれども、す

ごい取り組みがされているんだなということがよく分かりました。 

 校長先生もその発表に加わられたり、本当に楽しそうに参加されていらっしゃ

るのが分かりました。 

 これも本当に大事な活動で、今後もっと広まることを期待するのですけれども、

コーディネーターの養成が本当にポイントだと思います。教育支援センターで取

り組まれていくということですけれども。 

 先ほど、委員長が「校長は人なり」とおっしゃいましたけれども、「我が校で

取り組みます」と言う校長先生が大勢出てくださって、それでコーディネーター

の養成がしっかりできて、これからも進んでいくことを期待しております。 
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委 員 長  ここの評価の視点が３点挙げられておりますけれども、どちらかというとソフ

ト面での視点かと思いまして、ハード面での支援もあるのではないか。いわゆる

図書の補修ですとか、あるいは芝生の草抜き、草取り、あるいは植栽の整備等々

で学校支援をやっているケースもあるので、この評価の視点の３つのほかに、ハ

ード面での支援というのがあるのではないかという気がいたしました。 

 それと、例えば１番の子供への支援で、継続的な支援体制の構築というのは、

恐らく、今は保護者に頼っている部分が非常に多くて、この辺を、地域の人をど

んどん入れていくような形にすれば、継続的に続けていけるのではないかという

気がいたしました。 

 それと、あとはシンポジウムに関しましては、今回のシンポジウムには、尐な

くとも文教委員の先生が２名以上、私が分かったのは２名だけですけれども、参

加されておりまして、議員の方も熱心に参加されるので非常に結構なことではな

いかと思いました。 

 

学校地域連携担当課長  確かに、委員長がおっしゃるとおり、施設面のそういった効果はございます。

今回、施設を意識的に除いたわけではございませんが、そこまでは分析しなかっ

たのですが、当然、施設面の効果というのも非常に素晴らしい、特に高六とか蓮

二小。芝生のグリーンキーパー、生垣づくり、図書の整備、これはどこでもやっ

ていますので、こういった物理的なハードの面の支援というものは、非常に学校

にとって有意義になった活動になっているということは事実でございます。 

 

本 山 委 員  実施結果報告を見ますと、会場がそんなに広くはなかったので参加者は結構い

っぱいになっていたかと思うのですけれども、各校でこういうことをやっている

というのを、まだ参加されてない保護者の方とか地域の方とかに発表をする場と

いうのは、設けられているのでしょうか。 

 

学校地域連携担当課長  参加の呼びかけということでしょうか。 

 

本 山 委 員  この間、学校支援地域本部として、こういうことを取り組みましたというとて

もいい発表がありましたね。あの発表を聞いている人たちが尐ないかなという印

象を受けたのです。もったいない。 

 その地域、地域で、そういう発表をする時間というか機会があったら、もっと

保護者の方、地域の方に広く知らせることができるかなと思ったのですけれども。

そういう機会は設けられているんでしょうか。 

 

学校地域連携担当課長  シンポジウムは去年から２回目でございまして、参加の呼びかけは、定例校長

会等で周知して、あとは地域センター等にもチラシ等を配ってお知らせしている

のですけれども、地域への呼びかけが不足しているという気がいたします。 

 町会長会議とか、生涯学習課ともタイアップしまして、何回もシンポジウムを
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やるというのは難しいので、この機会に、もっと地域の方々にも自由に参加して

いただくように工夫して、次回はやっていきたいと思います。 

 

本 山 委 員  それと加えて、５校が集まる発表ではなくて、その学校の取り組みでいいと思

うのです。各校の取り組みを、学校によっては、そういう取り組みをされている

のかなと思うのですけれども、せっかくの、あれだけの発表ですので、皆さんに

聞いていただく機会を呼びかけたらいいのかなと思いました。 

 

学校地域連携担当課長  １つは、今お手元にもお配りしています、こういった便り、これが直接知って

もらえるには一番いいかなということで、各学校で定例的につくっておりまして、

保護者はもちろんですけれども、地域の方々にもこういった支援本部の活動の内

容を周知してございます。 

 今後、そういった支援本部の活動については、あらゆる機会を捉えて、地域の

方々にも、できる限り周知して、ご理解と参加をお願いしていきたいと思ってご

ざいます。 

 

委 員 長  ということで、よろしいでしょうか。 

 では、次に、委員会次第にはありませんが、追加報告事項はありませんか。 

 

（なし） 

 

委 員 長  では、以上をもちまして、本日の教育委員会は閉会します。 

午前 １２時 １５分 閉会 


